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規
　
則

◯
秋
田
県
公
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
一
〇
六
・
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
１

公
安
委
員
会
規
則

◯
拡
声
機
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
一
八

・
警
備
第
二
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
一
九
・
警
務
課
）
…
…
…
…
１

秋
田
県
公
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
百
六
号

秋
田
県
公
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
公
報
発
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
七
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
公
報
の
配
布
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。附

　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

１

規
　
　
　
　
　
　
則

ペ
ー
ジ

公
安
委
員
会
規
則

秋
田
県
公
安
委
員
会
規
則
第
1
8
号

拡
声
機
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
1
7
年
1
2
月
９
日

秋
田
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
伊
　
藤
　
辰
　
郎

拡
声
機
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

拡
声
機
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
５
年
秋
田
県
公
安
委
員
会
規
則

第
３
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
２
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
第
１
号
中
「
日
本
工
業
規
格
C
1
5
0
2
に
定
め
る
普
通
騒
音

計
若
し
く
は
日
本
工
業
規
格
C
1
5
0
5
に
定
め
る
精
密
騒
音
計
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
性
能
を
持

つ
」
を
「
計
量
法
（
平
成
４
年
法
律
第
5
1
号
）
第
7
1
条
の
条
件
に
合
格
し
た
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
公
安
委
員
会
規
則
第
1
9
号

秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
1
7
年
1
2
月
９
日

秋
田
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
伊
　
藤
　
辰
　
郎

秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
4
5
年
秋
田
県
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
１
能
代
警
察
署
西
通
町
交
番
の
項
中
「
西
通
町
９
番
９
号
」
を
「
景
林
町
２
番
2
9
号
」
に

改
め
る
。附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
1
7
年
1
2
月
1
6
日
か
ら
施
行
す
る
。
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